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ケアマネは？？

医療系サービスは、

介護保険で対応の時と

医療保険で対応する時があるけど、、、、

どうしたらいいの、、、、、？！

訪問看護

リハビリテーション どうする？



主治医との連携

必要性は
医師が判断する

介護保険サー
ビスにおいても、
医師の指示書
が必要

医療系サービスの基本

だから！主治医との連携は必須！
苦手なところだけど、、、そこは、頑張る！！











訪問看護のしくみ

訪問看護の利用を検討、介護保険の対象か

対象：介護保険 対象外：医療保険

要介護認定未 要介護認定済

要介護認定

要支援

対象者
①４０歳未満
②４０歳以上６５歳未満で１６特定疾病以外
③40歳以上65歳未満の16特定疾病及び６５歳以上で
介護保険非該当
④介護保険の要支援・要介護者のうち以下の場合

○末期の悪性腫瘍等厚生労働大臣が定める疾病等

○急性憎悪期（特別訪問看護指示書期間）

〇精神科訪問看護指示書による訪問いきいき支援セ
ンター

介護予防プラン
作成

要介護

居宅介護支援事
業所
ケアプラン作成 主治医

訪問看護ステーション

市町村
介護保険制度 健康保険制度後期高齢者医療制度

訪問看護指示書 計画書・報告書



厚生労働大臣の定める疾病

①末期の悪性腫瘍

②多発性硬化症

③重症筋無力症

④スモン

⑤筋萎縮性側索硬化症

⑥脊髄小脳変性症

⑦ハンチントン病

⑧進行性筋ジストロフィー症

⑨パーキンソン病関連疾患
（ヤール分類３以上 生活機能分類Ⅱ又はⅢ）

⑩多系統萎縮症

⑪プリオン病
⑫亜急性硬化性全脳炎
⑬ライソゾーム病
⑭副腎白質ジストロフィー
⑮脊髄性筋萎縮症
⑯球脊髄性筋萎縮症
⑰慢性炎症性脱髄性多発神経炎
⑱後天性免疫不全症候群
⑲頚髄損傷
⑳人工呼吸器を使用している状態

★介護保険の要支援・要介護者でも医療保険の対象







訪問看護 どんな時に医療保険？
基本は介護保険が優先！

① 退院時

② 悪性腫瘍等のターミナル期

③ 難病等の疾病（厚生労働省が定める疾病）の場合

④ 褥瘡悪化時

⑤ 点滴等を自宅で受ける時

⑥ 傷の処置などが必要な時

⑦ 精神科の関与が必要な場合

➀④⑤⑥ 特別訪問看護指示書が必要 原則月1回：基本14日間
褥瘡（真皮を超える）気管カニューレ使用の方は２回可能



➀ 退院時

入院中

• 退院後の在宅生活の

見通しの検討

• 訪問看護の必要性の

検討

退院前カンファレンス

• 訪問看護師の会議参

加依頼

• 特別訪問看護指示書

の相談、依頼

• （在宅主治医と病院

担当医の相談）

退院後

• 退院日訪問診療同行

• 退院日訪問看護利用

• 退院後14日間の予定

を検討

自宅での
療養・
介護生活
可能に！

特別訪問看護指示書
患者の主治医が、診療に基づき、急性増悪等により一時的に頻回（週4日以上）の訪問看護を
行う必要性を認め、 訪問看護ステーションに対して交付する指示書。





② 悪性腫瘍等のターミナル期

訪問看護指示書に別表第７（スライド５参照）の疾病の場合は医療保険
対応

悪性腫瘍等のターミナル期→医療保険

毎日でも、1日複数回の必要であれば訪問可能

一人暮らしの場合は、介護サービスが必要！

居宅介護支援におけるターミナル加算を算定する場合は、

亡くなる2週間以内に2回の訪問が必要

老衰の場合、介護保険サービス訪問看護のみで対応する場合がある。





③ 難病等の疾病（厚生労働省が定める疾病）の場合

別表第７ （スライド５参照）の疾病が訪問看護指示書に記載されて
いる場合は医療保険対応

指定難病の場合、特定医療費（指定難病338疾患）助成制度の利
用を検討する。

上記以外で介護保険訪問看護や訪問リハビリの利用者負担分が助
成される。（提供元の条件あり）

原則２割負担（後期高齢者医療加入者で１割負担の場合は１割）
所得に応じて2,500円～30,000円までの上限額月額が設定される





④褥瘡悪化時 ➄点滴等を自宅で受ける時等
⑥傷の処置などが必要な時等

主治医より特別訪問看護指示書が交付された場合、医療保険へ

（介護保険限度額以外でサービス提供が可能となる）

特別訪問看護指示書とは

患者の主治医が、診療に基づき、急性増悪等により一時的 に頻回（週4日
以上）の訪問看護を行う必要性を認め、 訪問看護ステーションに対して交
付する指示書。

特別訪問看護指示書を月2回交付できる者 （有効期間：28日間）

・気管カニューレを使用している状態にある者

・真皮を超える褥瘡の状態にある者

発熱！→抗生剤の点滴！ 脱水！→ 点滴？
ケガ！→ 毎日の消毒処置！



⑦ 精神科の関与が必要な場合

・主な疾患 統合失調症 うつ病 双極性障害 アルコール依存症

認知症=×

・精神科訪問看護指示書が必要

精神科を標榜する保険医療機関において、精神科を担当する医師に限る

・自立支援医療(精神通院医療)

精神疾患と診断された方の通院診療による経済的負担を軽減するために作
られた医療制度：

自立支援医療(精神通院医療)が適用されることで医療費が原則1割負担に
なる。（生活保護世帯は自己負担が0円）

世帯の所得状況等に応じて2,５00円〜20,000円までの自己負担上限月
額が設定される。



リハビリテーション

• 診断・治療 主に入院中

• 医師の診断が必要な時期（状態が不安定）急性期

• 安定化

• 集中的リハによる心身機能回復・ADL向上
回復期

• 心身機能・ADL：維持・向上・改善

• QOL:維持・改善

• 多職種にるチームアプローチ生活機能維持・改善

維持期

医
療

⇓

介
護







令和２年４月23日
厚生労働省老健局





訪問リハビリの利用方法

主治医の診察と

リハビリ医師への情報提供

医師による診察と

リハビリ計画

の作成

訪問リハビリテー

ション職員に

リハビリ計画を伝達

リハビリの実施

主治医の診察、許可が必要
診察結果を基に
訪問リハビリの利用は適切か
どうか判断。

リハビリ医師から直接診察、
主治医から提供された情報とリ
ハビリ医師が診察した結果
リハビリ計画書を作成



訪問リハビリテーション 利用回数

医療保険 リハビリテーション

•退院から3カ月以内（退院日から

起算）に訪問リハビリを利用する場

合、週12単位まで利用可能

•急性憎悪時の場合は6カ月に1回、

14日以内限定で1日4単位まで

介護保険

リハビリテーション

• 1回20分1単位

週６単位まで



医療保険から介護保険へ（通所の場合）

１～２時間のリハビリテーションを提供した場合。

医療機関の外来リハビリテーションを受けた場合。
】

集中個別リハビリテーション終了

)



利用者がリハビリを利用時に、
ケアマネとして注意すること

•医師の診断、指示が必要

•通所リハビリテーション、訪問リハビリテーションはその医療機関で
の受診が必要

•訪問看護ステーションからの理学療法士等による訪問については、
主治医の訪問看護指示書で対応可能

•訪問看護ステーションからの理学療法士等による訪問は少なくても
3ケ月に1回は訪問看護の訪問（評価）が必要

•医療保険適用のリハビリには日数制限がある。

脳卒中などの脳血管障害は150日、高次脳機能障害は180日



お疲れさまでした！

医療保険と介護保険の調整は複雑です！

日頃から、主治医の先生・医療機関との連絡調整が必要になります。

医療系サービスとの連携が大切です！

利用者さんの本人らしい生活を支えるために！

介護支援専門員として、知識・技術の習得とともに地域のネットワーク
を構築していきましょう！


